
○

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
十
二
条

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

一

法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
（
次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主

す
る
者
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
総
株
主

等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決

等
の
議
決
権
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決

権
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有

権
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有

し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所

し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所

若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た

書
面

書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

三

役
員
（
法
第
百
五
十
六
条
の
六
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
を

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
十
七
条
第
二
項
第
八
号

以
下
こ
の
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第
十
七
条
第
二
項
第
八
号
か
ら
第
十

か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
ハ
、
ニ
及
び
第
三
項
第

号
ま
で
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
ハ
及
び
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
役
員

は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

四

役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
百
五
十
六
条

（
新
設
）

の
六
十
八
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲

1



げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、

当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

五
～
九

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

取
引
情
報
蓄
積
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
各
項
の
規
定
に
よ
る

２

取
引
情
報
蓄
積
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
各
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号

事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

三

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
二
条
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

ハ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
十
二
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

六
号
に
掲
げ
る
書
類

に
掲
げ
る
書
類

ニ

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
者
の
氏
名
に
併
せ

（
新
設
）

て
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ハ
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
が
当
該
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

四

（
略
）

四

（
略
）

３

法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

３

法
第
百
五
十
六
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ

一

第
十
二
条
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
書
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
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っ
た
と
き
。

っ
た
と
き
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

3




